
・認定こども園、保育所
等の利用 
・一時預かり事業 
・ショートステイ 
・トワイライトステイ 
・育児支援ヘルパー 
・子育てアドバイザー 
・ファミリサポートセン
ター  等 

堺市におけるダブルケアラー支援のための施策イメージ（案） 

  
 ・特別養護老人ホーム等の施設整備 
 ・デイサービスの夜間までの時間延長 

 
 ・介護人材の育成、確保、待遇改善 
 ・質の高い介護事業所の評価 

 
 ・介護保険制度、地域包括支援セン 
   ターの周知 
 ・様々な働き方の家族に対する相談支 
   援体制（夜間、休日の窓口等） 

 
 ・介護予防の取り組みの強化 
 ・高齢者の就労機会の確保等、 
    社会参加の推進 

 
 ・テレワーク、フレックスタイム 
   制の導入 
 ・介護休暇、休業の取得しや 
    すい職場環境づくり 

ニーズに応じた介護サービスの確保 
 ～サービス供給量の確保～ 

介護サービスの質の確保 
 ～安心して利用できるサービスの確保～ 

制度・相談窓口等の周知・充実 
 ～サービスを誰もが利用できるように～ 

健康寿命の延伸 
 ～要介護状態にならないように～ 

柔軟な働き方の推進 
 ～介護しながら働けるように～ 

 新・第３の矢「安心につながる社会保障」 介護離職ゼロの施策  

ダブルケアラー 

平成28年度調査・研究 
平成29年度実施 

平成28年度実施 

子育て・介護ダブルケア
専用相談窓口の設置 

 新・第２の矢 
 「夢をつむぐ子育て支援」 

 子育て支援の施策 

連携 


